
科
学
技
術
に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定

日
本
国
政
府
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
（
以
下
「
両
締
約
国
政
府
」
と
い
う
。
）
は
、

両
国
間
の
友
好
的
な
関
係
を
強
化
す
る
こ
と
及
び
科
学
技
術
の
分
野
に
お
け
る
協
力
の
発
展
を
促
進
す
る
こ
と
を
希
望
し
、

両
国
の
国
民
経
済
に
お
け
る
科
学
技
術
の
重
要
性
を
認
識
し
、

科
学
技
術
に
お
け
る
協
力
の
一
層
の
強
化
を
確
保
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
、

こ
こ
に
次
の
と
お
り
協
定
す
る
。

第
一
条

両
締
約
国
政
府
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
国
の
現
行
の
法
令
に
従
っ
て
、
平
和
的
目
的
の
た
め
、
平
等
及
び
相
互
利
益
の
原
則
に
基

づ
き
、
相
互
に
合
意
す
る
科
学
技
術
分
野
に
お
け
る
協
力
活
動
を
促
進
す
る
。

第
二
条

こ
の
協
定
に
基
づ
く
協
力
活
動
に
は
、
次
の
形
態
の
も
の
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



一
般
的
な
又
は
特
定
の
問
題
の
科
学
的
及
び
技
術
的
な
側
面
に
関
す
る
討
議
及
び
情
報
の
交
換
を
行
う
た
め
の
、
並
び

(a)
に
協
力
を
基
礎
と
し
て
有
益
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
研
究
開
発
に
関
す
る
計
画
を
識
別
す
る
た
め
の
専
門
家
の
会
合

の
よ
う
な
各
種
の
形
態
の
会
合

科
学
技
術
に
関
す
る
情
報
、
知
識
及
び
経
験
の
交
換

(b)

科
学
技
術
の
分
野
に
お
け
る
調
査
、
観
察
、
研
究
及
び
訓
練
の
た
め
の
科
学
者
及
び
技
術
専
門
家
の
交
流

(c)

合
意
さ
れ
た
研
究
開
発
に
関
す
る
協
力
計
画
の
実
施

(d)

相
互
に
合
意
す
る
科
学
技
術
面
で
の
そ
の
他
の
形
態
の
協
力
活
動

(e)

第
三
条

科
学
技
術
面
で
の
協
力
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
特
定
の
協
力
活
動
の
細
目
及
び
手
続
を
定
め
る
実
施

取
極
は
、
両
締
約
国
政
府
又
は
両
締
約
国
政
府
の
機
関
の
い
ず
れ
か
適
当
な
も
の
を
当
事
者
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
協
力
活
動
に
関
し
、
公
的
部
門
及
び
民
間
部
門
の
研
究
者
及
び
研
究
機
関
の
参
加

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



第
五
条

１

こ
の
協
定
の
実
施
は
、
各
国
の
利
用
可
能
な
予
算
及
び
適
用
可
能
な
法
令
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

２

こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
各
計
画
に
関
し
て
生
ず
る
費
用
は
、
相
互
に
合
意
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
負
担
さ
れ

る
。

３

両
締
約
国
政
府
は
、
２
に
規
定
す
る
費
用
を
負
担
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
協
定
の
目
的
及
び
精

神
（
科
学
技
術
の
分
野
に
お
け
る
協
力
の
発
展
を
促
進
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
十
分
な
考
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

第
六
条

１

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
協
力
活
動
か
ら
生
ず
る
知
的
財
産
権
又
は
所
有
権
的
性
格
を
有
す
る
他
の
権
利

の
保
護
及
び
配
分
に
つ
き
十
分
な
考
慮
を
払
う
も
の
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
相
互
に
協
議
す
る
。

２

こ
の
協
定
に
基
づ
く
協
力
活
動
か
ら
得
ら
れ
る
非
所
有
権
的
性
格
の
科
学
的
及
び
技
術
的
な
情
報
は
、
通
常
の
経
路
を
通

じ
、
か
つ
、
参
加
機
関
の
一
般
的
な
手
続
に
従
い
、
い
ず
れ
の
締
約
国
政
府
に
よ
っ
て
も
一
般
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
七
条



１

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
科
学
技
術
に
関
す
る
合
同
委
員
会
を
設
置
す
る
。

２

科
学
技
術
に
関
す
る
合
同
委
員
会
の
任
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

こ
の
協
定
に
基
づ
く
協
力
活
動
の
進
・
状
況
を
定
期
的
に
検
討
す
る
こ
と
。

ち
よ
く

(a)

こ
の
協
定
に
基
づ
く
協
力
活
動
の
新
た
な
分
野
を
定
め
る
こ
と
。

(b)

こ
の
協
定
に
関
連
す
る
そ
の
他
の
事
項
を
討
議
す
る
こ
と
。

(c)
３

科
学
技
術
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
原
則
と
し
て
年
一
回
、
相
互
に
合
意
す
る
日
に
日
本
国
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義

共
和
国
に
お
い
て
交
互
に
会
合
す
る
。

４

科
学
技
術
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
日
本
国
外
務
省
及
び
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
科
学
技
術
省
を
共
同
議
長
と
す

る
。

第
八
条

こ
の
協
定
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
政
府
が
締
結
す
る
他
の
国
際
条
約
又
は
協
定
か
ら
生
ず
る
い
か
な
る
義
務
の
効
力

又
は
履
行
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

第
九
条



こ
の
協
定
の
解
釈
又
は
実
施
に
関
す
る
両
締
約
国
政
府
間
の
紛
争
は
、
両
締
約
国
政
府
間
の
協
議
又
は
交
渉
を
通
じ
て
友
好

的
に
解
決
さ
れ
る
。

第
十
条

こ
の
協
定
の
改
正
は
、
両
締
約
国
政
府
間
で
交
換
さ
れ
る
外
交
上
の
公
文
を
通
じ
て
両
締
約
国
政
府
の
相
互
の
同
意
に
よ
っ

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
改
正
は
、
こ
の
協
定
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
も
の
と
し
、
外
交
上
の
公
文
が
交
換
さ
れ
た
日
に
効

力
を
生
ず
る
。

第
十
一
条

１

こ
の
協
定
は
、
署
名
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
協
定
は
、
五
年
の
期
間
効
力
を
有
し
、
そ
の
後
は
、
順
次
そ
れ
ぞ
れ
五
年
の
期
間
、
効
力
を
存
続
す
る
。
た
だ
し
、

一
方
の
締
約
国
政
府
が
い
ず
れ
か
の
期
間
が
満
了
す
る
少
な
く
と
も
六
箇
月
前
ま
で
に
他
方
の
締
約
国
政
府
に
対
し
て
こ
の

協
定
を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
通
告
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
基
づ
く
こ
の
協
定
の
終
了
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
か
つ
、
こ
の
協
定
の
終
了
の
時
ま
で
に

履
行
を
完
了
し
て
い
な
い
い
か
な
る
計
画
の
実
施
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。



以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

二
千
六
年
八
月
二
十
一
日
に
ハ
ノ
イ
で
、
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。

日
本
国
政
府
の
た
め
に

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
政
府
の
た
め
に




